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〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

　　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴

い
、
所
得
の
低
い
方
々
へ
の
影
響

を
緩
和
す
る
た
め
に
、
暫
定
的
・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、
平
成
28

年
度
も「
臨
時
福
祉
給
付
金
」を

支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
金
額　

3
，0
0
0
円

　

（
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
）

▼
給
付
対
象
者

　

平
成
28
年
度
分
市
町
村
民
税（
均

　

等
割
）が
課
税
さ
れ
な
い
方

※
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
対
象
外

　

で
す
。

①
あ
な
た
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

　

平
成
28
年
度
分
の
市
町
村
民
税

　
（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い

　

る
場
合

②
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と

　

な
っ
て
い
る
場
合（
平
成
28
年

　

10
月
1
日
ま
で
の
間
に
保
護
の

　

廃
止
ま
た
は
停
止
と
な
る
方
を

　

除
く
）な
ど

　

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現

に
向
け
、
賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵

が
及
び
に
く
い
低
所
得
の
年
金
受

給
者
の
方
を
支
援
す
る
「
障
害
・

遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
」

を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
金
額　

3
0
，0
0
0
円

　

（
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
）

▼
給
付
対
象
者　

　

次
の
2
つ
の
要
件
を
共
に
満
た

　

す
方

①
上
記
の
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉

　

給
付
金
の
支
給
対
象
者

②
平
成
28
年
5
月
分
の
障
害
基
礎

　

年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
等
を
受

　

給
し
て
い
る
方

※
た
だ
し
、
高
齢
者
向
け
給
付
金

　
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福

　

祉
給
付
金
）を
受
給
し
た
方
は

　

対
象
外
で
す
。

【
申
請
書
】

　

申
請
書
は
、
上
記
の
2
つ
の
給

付
金
を
1
枚
に
合
わ
せ
た
様
式
に

な
っ
て
い
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ

る
方
の
い
る
世
帯
の
世
帯
主
宛

に
、「
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
の
お
知
ら
せ
」を
同
封

し
て
、
10
月
21
日（
金
）よ
り
順

次
発
送
し
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

①
郵
送
で
の
申
請

　

返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。（
申
請
書
等
の
送
付
の
際

に
同
封
し
ま
す
）

　

世
帯
全
員
分
の
本
人
確
認
書
類

の
写
し（
健
康
保
険
証
・
運
転
免

許
証
な
ど
）
、
振
込
先
金
融
機
関

口
座
通
帳
等
の
写
し
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

②
窓
口
で
の
申
請

　

役
場
お
よ
び
各
支
所
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
全
員
分
の
本
人
確
認
書
類

（
健
康
保
険
証
・
運
転
免
許
証

な
ど
）、
振
込
先
金
融
機
関
口

座
通
帳
等（
い
ず
れ
も
写
し
可
）

を
提
示
願
い
ま
す
。

※
記
入
方
法
が
わ
か
ら
な
い
方
や

　

確
認
書
類
等
の
コ
ピ
ー
が
困
難

　

な
方
は
、
必
要
書
類
等
を
持
参

　

し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
度

臨
時
福
祉
給
付
金
、障
害
・
遺
族
年
金

受
給
者
向
け
給
付
金

10
月
24
日（
月
）か
ら

申
請
受
付
を
開
始

【
申
請
受
付
期
間
】

　

10
月
24
日（
月
）

　

〜
平
成
29
年
1
月
24
日（
火
）

※
原
則
３
か
月
間

【
支
給
方
法
・
支
給
時
期
】　

　

原
則
、
申
請
者（
世
帯
主
）が

指
定
す
る
口
座
に
対
象
者
全
員
分

の
給
付
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

　

支
給
時
期
は
申
請
受
付
後
、
1

〜
2
ヶ
月
後
で
す
。

【
基
準
日
】

　

平
成
28
年
1
月
1
日

【
代
理
に
よ
る
申
請
・
受
給
】

　

代
理
に
よ
る
申
請
・
受
給
は
次

の
い
ず
れ
か
の
方
で
す
。

（
申
請
の
み
の
代
理
も
可
）

①
支
給
対
象
者
の
世
帯
に
属
す
る

　

世
帯
員　

②
法
定
代
理
人（
成
年
後
見
人
、

　

代
理
権
付
与
の
審
判
が
な
さ
れ

　

た
保
佐
人
、
補
助
人
等
）

③
親
族
そ
の
他
の
平
素
か
ら
対
象

　

者
本
人
の
身
の
周
り
の
世
話
を

　

し
て
い
る
方
等
で
八
雲
町
長
が

　

特
に
認
め
る
方

【
そ
の
他
】

  

詳
細
は
、
申
請
書
等
に
同
封
す

る
「
お
知
ら
せ
書
類
」
に
よ
り
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
社
会
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

平
成　
年
度

　
　
　
　
臨
時
福
祉
給
付
金

上
記
給
付
金
の
申
請
方
法

障
害
・
遺
族
年
金

　
　
　
受
給
者
向
け
給
付
金
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